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平成 29 年度 第 4回 機械流通委員会議事録 

開催日時 平成 29 年 8 月 29 日（火）午後 2時 00 分から 

開催場所 東北遊技機商業協同組合 会議室 

 

第 1 号議案 8 月 17日開催全商協 QR システム PT(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ)結果報告等について 

⑴ QRシステム PT 会議の結果 

8 月 17 日の開催結果が報告され、結論としては、次回、各地区遊商の要望及び困っている

ことについての討議及び、機器(端末)の選択をおこなうので、それまでに地区遊商において

検討していただきたいとされた。QR システム PT へ出席した、担当の大久保委員より PT 会議

における下記事項の説明がされた。 

① QR読み取り機器の実証について（≪参考≫ 読み取り機器等） 

② 各地区遊商の要望について（詳細資料・別添 1） 

端末機器だけでなくて、システムの改修も併せて行っていく。 

③ 今後のスケジュール案について（詳細資料・別添 2） 

≪参考≫ 読み取り機器等 

  関西遊商 関西遊商 中部遊商 ナツメアタリ㈱ 中国遊商 

タイプ QR ﾘｰﾀﾞｰ・ｽﾏﾎ一体型 QR ﾘｰﾀﾞｰ・ｽﾏﾎ一体型 2台持ち 2台持ち   

スキャナー スマホ一体型 スマホ一体型 ｷｰｴﾝｽ BT-1550WB デンソー・SE1-QB   

携帯電話 ①デンソーBHT-1600 ②カシオ IT-G400 ③ギャラクシーSC-02G ④Android想定 パナ 

顔認証 新規開発 新規開発 シーズウェブ㈱ ｱﾀﾘ新設ｻｰﾊﾞ管理   

通信バンド LTE:B1のみで使用可 LTE:B1のみで使用可       

QR読取照射 赤十字照射 白色十字照射 赤十字照射 読込しｽﾏﾎ転送   

価格 およそ 8万円前後   ｽｷｬﾅｰ 5万円･機器 0円     

⑵ 東北遊商機械流通委員会における検討結果 

上記⑴の説明を基に、本日の委員会において機器の選定等を検討した結果、東北遊商の要

望として挙げたスマートフォン一体型の、関西遊商提案のデンソーBHT-1600 の機器とし、顔

認証用アプリ及び中継サーバーについては、現在スマートフォンを用いての運用実績がある

中部遊商のシステム、基サーバーについては既存のナツメアタリ㈱のサーバーを用いるプラ

ンとした。ついては、以上の討議結果を 9 月 6 に開催される全商協 QR システム PT で報告を

することとした。 

なお、QRシステム PTにおけるスケジュールは、明年 4 月からの運用開始の予定としている

が、予定どおり進展しなかった場合のことを考えて、当組合で現在確保している新品携帯端

末について、平成 30 年 2月に全ての機器を新規登録し、アプリをダウンロードするものとし

て、了承された。 

第 2 号議案 ｻﾝｾｲｱｰﾙｱﾝﾄﾞﾃﾞｨ社製「CR 牙狼 GOLD STORM 翔」保全措置 

検証調査現状報告 

東北遊商として当該遊技機を移動する際、納品設置までの型式保全方法として、新台時の梱包

箱と暖衝材等を使用し、梱包箱の上部には従来のナンバーリングが施されたセキュリティシール

を貼付、また、下部の中央部にはナンバーリング(管理番号)「無し」のセキュリティシールを貼
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付することの通知を、8月 17 日付東北遊商発第 58･59号により、検証調査依頼販社 11 社及び中

古取扱販社へおこなった。 

下部への貼付は、全商協において義務付けとなるまでは検証期間である。 

8 月 28 日現在のナンバーリング(管理番号)「無し」のセキュリティシールの受注状況は、検

証調査依頼販社 2社及び中古取扱販社 1社より合計 42 枚の受注を受け、8月 29日現在組合への

移動申請は 3台である。 

第 3 号議案 平成 29 年度「取扱主任者更新時講習会」について 

9 月 4 日から 8日の期間で開催する講習会を 72名(28社)に対し行う。 

会場別の講師及び参加者数は下表のとおり。（開催プログラム･別添 3） 

9月 4日(月) 青森会場 8名 
山内副委員長（開会挨拶･趣旨説明） 

大久保委員（閉会挨拶･講評） 

9月 5日(火) 盛岡会場 18名 
山内副委員長（開会挨拶･趣旨説明） 

柏木委員（閉会挨拶･講評） 

9月 6日(水) 郡山会場 14名 
柳(廣村商事)委員（開会挨拶･趣旨説明） 

柳(ニーズ)委員（閉会挨拶･講評） 

9月 7日(木) 仙台会場 16名 永山委員長（開会挨拶･趣旨説明） 

9月 8日(金) 仙台会場 16名 桜井委員（開会挨拶･趣旨説明） 

第 4 号議案 新規取扱主任者講習会開催について 

⑴ 8 月度「新規」取扱主任者講習会を、柳委員･柏木委員の講師の基、8月 21日(月)に受講

希望の 1 社 2名に対して開催した。結果、両名合格。 

⑵ 9 月度「新規」取扱主任者講習会へ、8 月 29 日現在 3 名(3 社)より申請が上がっている。

よって、9月 15 日(金)に柏木委員の講師の基執り行う。 

   なお、「更新時講習会」で不合格者が出た際、再講習並びに再試験を行うにあたり、新規

取扱主任者講習会同日に合同により行う。合同開催となった際の講師は、柏木委員及び大久

保委員とする。 

⑶ 今後の講師ローテーションを①大久保委員、②柳委員、③柏木委員の順とする。 

第 5 号議案 その他 

東北管内の事例報告がされた。案件内容は、ホールが店休期間を設けリニューアルを行うにあ

たり、所轄署よりリニューアルオープンする際の遊技台申請は、新台以外の既存遊技機は「再設

置」として申請するよう指示されたものである。 

以上 
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